
消費生活協同組合模範定款例について（平成 12年１月７日厚生省発社援第４号） 

新旧対照表 

新 旧 

（役員の責任）                               

第２５条  

１～９ （略） 

10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前

項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることに

ついて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでな

い。 

（１）理事 次に掲げる行為 

イ 法第３１条の９第１項及び第２項の規定により作成すべき

ものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記

載又は記録 

ロ～ハ （略） 

（２）（略） 

 

（利用分量に応ずる割戻し） 

第６９条   

１～11 （略） 

（注）１～３ （略） 

（注）４ 利用分量の割戻しは、施行規則第２０７条第７項の規定に

より、「領収書等によって確認することができる利用分量の

（役員の責任）                               

第２５条  

１～９ （略） 

10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前

項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることに

ついて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでな

い。 

（１）理事 次に掲げる行為 

イ 法第３１条の７第１項及び第２項の規定により作成すべき

ものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記

載又は記録 

ロ～ハ （略） 

（２）（略） 

 

（利用分量に応ずる割戻し） 

第６９条   

１～11 （略） 

（注）１～３ （略） 

（注）４ 利用分量の割戻しは、施行規則第２０７条第２項の規定に

より、「領収書等によって確認することができる利用分量の

別紙 



総額が、当該組合の事業総額の５割以上となったとき」でな

ければ行ってはならないものとされているので、事業全体に

ついて利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「こ

の組合の事業総額の５割以上であると確認した場合でなけ

れば、利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである

が、当該施行規則に「事業別に利用分量割戻しを行おうとす

る場合にあっては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごと

に、同項の規定により交付された領収書等によって確認する

ことができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の５割

以上となったとき」は利用分量割戻しを行うことができる旨

規定されているので、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを

行おうとする組合にあっては、「この組合のその事業総額の

５割以上であると確認した場合でなければ、その事業につい

ての利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである。             

（注）５～８ （略） 

 

 

 

 

総額が、当該組合の事業総額の５割以上となったとき」でな

ければ行ってはならないものとされているので、事業全体に

ついて利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「こ

の組合の事業総額の５割以上であると確認した場合でなけ

れば、利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである

が、当該施行規則に「事業別に利用分量割戻しを行おうとす

る場合にあっては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごと

に、同項の規定により交付された領収書等によって確認する

ことができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の５割

以上となったとき」は利用分量割戻しを行うことができる旨

規定されているので、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを

行おうとする組合にあっては、「この組合のその事業総額の

５割以上であると確認した場合でなければ、その事業につい

ての利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである。             

（注）５～８ （略） 

 

 


